
 

 

 

「議案第５８号 平成２４年度川崎市一般会計予算」等の組替えを求める

動議の提出について 

 

 

上記の動議を別紙のとおり、川崎市議会会議規則第１５条の規定により提出い

たします。 
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   「議案第５８号 平成２４年度川崎市一般会計予算」等の組替えを求める

動議 

 

 「議案第５８号 平成２４年度川崎市一般会計予算」、「議案第５９号 平成

２４年度川崎市競輪事業特別会計予算」、「議案第６１号 平成２４年度川崎市

国民健康保険事業特別会計予算」、「議案第６５号 平成２４年度川崎市介護保

険事業特別会計予算」、「議案第６６号 平成２４年度川崎市港湾整備事業特別

会計予算」、「議案第７０号 平成２４年度川崎市公共用地先行取得等事業特別

会計予算」、「議案第７３号 平成２４年度川崎市下水道事業会計予算」、「議

案第７４号 平成２４年度川崎市水道事業会計予算」、「議案第７５号 平成２

４年度川崎市工業用水道事業会計予算」について、市長は別紙要領により速やか

に組替えをなし、再提出することを要求する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別  紙） 

 

１ 組替えを求める理由 

  長引く不況に加え、リーマンショックや東日本大震災による影響で市民の生 

 活が苦しさを増しているが、年金減額、雇用報酬の減収、様々な控除廃止によ 

 る実質増税が更に追い打ちをかけようとしている。こうした中、地方自治体に 

 は国の悪政から市民生活を守る防波堤の役割を果たすことが求められるが、新 

 年度予算案は、市民の福祉・暮らしや市内中小企業の支援、喫緊の課題である 

 防災対策の強化などについては実効性の薄いものになっているのみならず、国 

 民健康保険料や介護保険料、認可保育園の保育料の値上げなどで一層市民生活 

 を困難に陥らせようとしている。その一方で、川崎港への３基目のガントリー 

 クレーン設置や、京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区構想の国 

 立医薬品食品衛生研究所を誘致するための土地取得代など不要不急の大規模事 

 業への予算は大幅に増加している。そこで我が党は、市民生活を支えるための 

 緊急課題に絞って、次の組替えの基本方針及び内容により平成２４年度の予算 

 案の再提出を要求する。 

 

２ 組替えの基本方針 

 ⑴ 首都直下型地震の切迫性が指摘されている中、防災対策の強化は急務だが、 

  その要となる木造住宅の耐震補強工事を推進するため、助成予算を大幅に増

やす。児童生徒用備蓄物資を拡充する。 

 ⑵ 経済危機の長期化で中小・零細業者の営業・暮らしが深刻な中、工場の家  

  賃や機械リース代などの固定費補助創設で業者を直接下支えする支援を行う。 

  建設業の振興とともに経済波及効果が大きく、市民にとっても喜ばれる住宅  

  リフォーム助成事業を創設する。  

 ⑶ 子育てにかかる費用が子育て世代の大きな負担となっていることから、認  

  可保育園の保育料値上げをやめ、認可保育園の緊急増設及び私立幼稚園保育  

  料補助の増額を行うとともに、小児医療費助成制度の所得制限を撤廃し、中  

  学生まで拡充する。どの子も分かる授業を実現するため、小学３年生まで少  

  人数学級を拡充する。中学校給食を実施する。  

 ⑷ 高齢者に増税・負担が集中している下で、安心して介護を受けられるよう、 

  介護援助手当を復活し、介護保険給付費準備基金を全部取り崩して第１号被  

  保険者の保険料を引き下げる。特別養護老人ホームを緊急増設し、人材確保  

  が困難な介護老人保健施設等に職員の定着・確保を図るための支援を行う。  

  非課税世帯の障がい者の医療費を無料にし、結核・精神医療付加金制度及び  



  重度障害者等入院時食事代補助制度を復活する。敬老祝金・長寿夫妻記念品  

  を復活する。 

 ⑸ 貧困と格差が拡大している下で、被保護世帯への上・下水道料金減免及び

入浴援護事業を復活し、低所得世帯への生活応援を図る。「行革」で削減し

た小・中学校の自然教室の食事代補助、生活保護・就学援助世帯の入学祝金・

修学旅行支度金・卒業アルバム代補助、就学援助世帯への眼鏡支給・社会見

学等の実費支給補助を復活する。高校奨学金の予算を増額し、受給資格のあ

る生徒全員が受けられるようにする。市立定時制高校の夜食代補助を復活す

る。  

 ⑹ 少なく見積もっても１，０００億円かかる国際コンテナ戦略港湾計画への

投資や川崎港への３基目のガントリークレーン設置、京浜臨海部ライフイノ

ベーション国際戦略総合特区構想や高速川崎縦貫道路など不要不急の大規模

事業の中止・延期で、一般会計の市債発行を抑制することにより、後年度負

担の軽減を図る。 

  

３ 組替えの内容 

  不要不急の大規模事業の中止と基金からの借入れなどにより、約７１億円を

確保し、次の「⑵ 歳出予算の組替え」の施策を実施する。 

 ⑴ 歳入予算等の組替え 

  ア 高速川崎縦貫道路関連事業（川崎縦貫道市負担金、縦貫道関連４０９号

新設改築等）の中止（約２，６５３万円、市債発行の抑制約７，９００万円） 

  イ 京浜臨海部国際戦略拠点の形成関連事業（国際戦略拠点等整備推進事業  

   など）の中止（約５億４，２９０万円、市債発行の抑制約２，８００万円）  

  ウ 国際コンテナ戦略港湾整備関連事業（京浜港広域連携の推進事業、東扇

島コンテナターミナル整備事業等）の中止（約４，９１４万円、市債発行

の抑制約３８億８，３０２万円） 

  エ 先端産業立地促進事業（イノベート川崎）の中止（約２億９，２３６万

円） 

  オ 上水道・工業用水道・下水道事業の国際展開事業の中止（約８４万円） 

  カ 競輪施設等整備事業基金（約５３億円）、競輪事業運営基金（約１９億

円）、港湾整備事業基金（約４０億円）、土地開発基金（約１８億円）等

の当面使用する予定のない基金から借入れ（約５９億円）  

  キ 介護保険給付費準備基金の取崩し（約３億円） 

 ⑵ 歳出予算の組替え 

  ア 介護援助手当の復活   



  イ 特別養護老人ホームの緊急増設  

  ウ 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設の人材確保のための補助  

  エ 第１号被保険者の介護保険料の引下げ  

  オ 敬老祝金・長寿夫妻記念品の復活  

  カ 障がい者で低所得１、２の方の医療費の無料化  

  キ 結核・精神医療付加金制度の復活（結核分）  

  ク 重度障害者等の入院時食事代補助の復活   

  ケ 被保護世帯への上・下水道料金の基本料金減免の復活  

  コ 被保護世帯入浴援護事業の復活  

  サ 小児医療費助成の所得制限を撤廃し、中学生まで無料化   

  シ 私立幼稚園保育料補助の拡充（Ｄランクにおける市の上乗せ１，５００  

   円減額を中止）  

  ス 認可保育園の保育料の値上げの中止  

  セ 認可保育園の緊急増設     

  ソ 少人数学級を小学３年生まで拡充   

  タ 小・中学校の就学援助費の復活（生活保護世帯への入学祝金・修学旅行  

   支度金、眼鏡支給・卒業記念品費・社会見学費等）    

  チ 小・中学校の自然教室の食事代補助の復活    

  ツ 中学校給食をデリバリー方式で実施     

  テ 定時制高校夜食費の復活      

  ト 高校奨学金を平成１６年度の実績に戻す   

  ナ 木造住宅の耐震補強工事への補助拡充  

  ニ 児童生徒用備蓄物資の拡充（災害用備蓄整備事業費）  

  ヌ 中小・零細企業への固定費（貸工場の家賃、機械のリース代等）の補助  

  ネ 住宅リフォーム助成制度の創設 


